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渡邊能行先生の問題の投げかけ

◆消化器がん検診と関連した個人情報の取り扱いの問題

○精密検査を実施した専門医が多忙なため、個人情報を理由
 に実施主体の市町村に精密検査結果を通知しないといった
 現状があり、がん検診の精密検査結果のフィードバックが
 システムとして得られにくい現状があります。

○また、死亡率減少効果の評価やスクリーニング検査の精度
 かチェックするために、地域がん登録デ－タとの記録照合
 をしようにも、地域によって地域がん登録がほとんど機能
 していないという問題もあります。



精度管理の仕組み
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問題点
Ⅰ

 
精密検診実施機関の精密検診結果報告書は受診者の名前

 つきの個人情報

同様に，手術などの治療を行った診療機関の医療記録も患
 者の名前つきの個人情報

機関外に出すことは，個人情報保護法が原則として禁じる第
 三者提供にあたる。また，精度管理のための利用は当初患
 者に通知されていた診療機関における患者情報の利用目
 的を超える可能性がある。

Ⅱ 地域によって地域がん登録がほとんど機能しておらず，患者
 の予後情報を把握できない［地域がん登録整備の問題］。

↓

個人情報保護法制に照らした検討



個人情報保護法制の整備と医療

・個人情報取扱いに当たっての利用目的の特定

・利用目的の本人への通知または公表

・（本人の同意なしの）個人情報の目的外利用禁止

・ （本人の同意なしの）個人情報の第三者提供禁止

・（本人からの）個人情報の開示・訂正・利用停止請求

・ （本人からの）苦情に対する対応



個人情報保護法

個人情報保護法（正式には，「個人情報の保護に関する法律」）
 が2003年5月に制定された。そのうち，個人情報の適正な取扱
 いに関する基本法としての規定を定める第1～3章は直ちに施行
 され，個人情報取扱事業者（個人情報データベースなどを事業
 の用に供している民間の事業者）の具体的な義務や罰則などを
 定める第4～6章は2005年4月1日に施行された。同法のほか，

国の行政機関の具体的義務については「行政機関の保有する個
 人情報の保護に関する法律」が，

独立行政法人等の具体的義務については「独立行政法人等の保
 有する個人情報の保護に関する法律」が，

地方公共団体については個人情報保護条例が，規定している。



個人情報保護法制

民間部門
 

公 的 部 門

（義務・罰則）

 
行政機関

 
行政法人

 
地方公共団体

個人情報保護法（2003.5.30.成立）：基本法（1章・

 総則，2章・国及び地方公共団体等の責務等，3章・個人情報

 の保護に関する施策等）の部分は公布時03.5.30に施行）

個人情報
 保護法

(4～6章) 
(2003.5成立,  
05.4施行)

行政機関
 個人情報
 保護法

 (2003.5成立,  
05.4施行)

独立行政機
 関等個人情
 報保護法

 (2003.5成立,  
05.4施行)

各地方公共
 

団体・個人情
 

報保護条例



個人情報保護法とOECDガイドライン

◆1970年代，欧米各国で個人情報保護法が制定された。この
 動きに対応するため、1980年にOECD（経済協力開発機構）
 が「プライバシー保護と個人データの国際流通についての
 ガイドラインに関する理事会勧告」を採択し、その附属文書
 でいわゆるOECD８原則が提示された。

◆1995年にはEU（欧州連合）指令95/46号「個人データ処理に
 係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧
 州議会及び理事会の指令」が出され、「加盟国は、個人
 データの第三国への移転は、当該第三国が十分な水準の
 保護を確保している場合に限って行うことができることを定
 めなければならない」（25条1項要約）と規定された。



個人情報保護法制定の経緯

平成11年11月――高度情報通信社会推進本部個人情報保護
 検討部会（座長：堀部政男中央大学教授。平成11年7月～）
 「我が国における個人情報保護システムの在り方について
 （中間報告）」（OECD勧告の強い影響）

平成12年10月――情報通信技術(IT)戦略本部個人情報保護法
 制化専門委員会（委員長：園部逸夫前最高裁判事。平成12年
 1月～）「個人情報保護基本法制に関する大綱」

平成13年3月――旧法案国会提出（平成14年12月廃案）

平成15年3月新法案（旧法案4～8条の基本原則――①利用目
 的による制限；②適正な取得；③正確性の確保；④安全性の
 確保；⑤透明性の確保――の削除，著述業者に義務免除，
 報道の定義，義務免除者への提供に対する制裁不行使）提
 出，同年5月23日成立，30日公布。





個人情報取扱事業者の義務：利用目的

第15条
 
１

 
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱う

 
に当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」とい

 
う。）をできる限り特定しなければならない。

２
 
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合に

 
は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理

 
的に認められる範囲を超えて行ってはならない。



事業者の義務：利用目的による制限

第16条
 
１

 
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得な

 いで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範
 囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

３
 
前２項の規定は、次に掲げる場合については，適用しない。

一
 
法令に基づく場合

二
 
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で

 あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三
 
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に

 必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると
 き。

四
 
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法

 令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
 であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を
 及ぼすおそれがあるとき。



個人情報取扱事業者の義務：利用目的の通知・公表

第18条
 
１

 
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、

 あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、
 その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

４
 
前３項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一
 
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は

 第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれが
 ある場合

二
 
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人

 情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある
 場合

［三，四，略］



個人情報取扱事業者の義務：第三者提供
第23条

 
１

 
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほ

 か、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者
 に提供してはならない。

一
 
法令に基づく場合

二
 
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場

 合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三
 
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために

 特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難
 であるとき。

四
 
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者

 が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要
 がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務
 の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。



個人情報取扱事業者の義務：開示

第25条
 
１

 
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が

 識別される保有個人データの開示・・・を求められたときは、
 本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有
 個人データを開示しなければならない。ただし、開示すること
 により次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又
 は一部を開示しないことができる。

一
 
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を

 害するおそれがある場合

二
 
当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい

 支障を及ぼすおそれがある場合

三
 
他の法令に違反することとなる場合



個人情報取扱事業者の義務：訂正

第26条
 
１

 
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本

 人が識別される保有個人データの内容が事実でないと
 いう理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追
 加又は削除（以下この条において「訂正等」という。）を求
 められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法
 令の規定により特別の手続が定められている場合を除
 き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく
 必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人
 データの内容の訂正等を行わなければならない。

［２
 
略］



個人情報の保護に関する基本方針
 2004（平成16）年4月2日閣議決定

 ［その後，2008.4.25, 2009.9.1一部変更］

「個人情報の保護に関する基本方針」――政府が，個
 人情報保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進
 を図るために制定。

――「個人情報の性質や利用方法等から特に適正な
 取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野につ
 いては，各省庁において，個人情報を保護するため
 の格別の措置を各分野（医療，金融・信用，情報通
 信等）ごとに早急に検討し，法の全面施行までに，
 一定の結論を得るものとする。」



個人情報保護と医療

◆厚生労働省医政局「医療機関等における個人情報保護のあり
 方に関する検討会」（平成16年6月～12月）

●医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた
 めのガイドライン（平成16.12.24）

［本ガイドラインが対象としている事業者の範囲は、①病院、診療
 所、助産所、薬局、訪問看護ステーション等の患者に対し直接医
 療を提供する事業者・・・であり、いずれについても、個人情報保
 護に関する他の法律や条例が適用される、国、地方公共団体、
 独立行政法人等が設置するものを除く。ただし、医療・介護分野
 における個人情報保護の精神は同一であることから、これらの
 事業者も本ガイドラインに十分配慮することが望ましい。］

●「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（平成17 
年3月31日通達）



「医療・介護関係事業者における
 個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」

Ⅲ医療・介護関係事業者の責務等
１．利用目的の特定等（法第15条、第16条）
２．利用目的の通知等（法第18条）

３．個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保
（法第17条、第19条）
４．安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督（法第20条

 ～第22条）
５．個人データの第三者提供（法第23条）
６．保有個人データに関する事項の公表等（法第24条）
７．本人からの求めによる保有個人データの開示（法第25条）
８．訂正及び利用停止（法第26条、第27条）
９．開示等の求めに応じる手続及び手数料（法第29条、第30条）
１０．理由の説明、苦情対応（法第28条、第31条）



診療情報の目的外利用・第三者提供
法16条

 
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、

 ……特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情
 報を取り扱ってはならない。

法23条
 
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらか

 じめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはな
 らない。

ガイドライン24頁
 
「第三者への情報の提供のうち、患者の傷病の回

 復等を含めた患者への医療の提供に必要であり、かつ、個人情報
 の利用目的として院内掲示等により明示されている場合は、原則
 として黙示による同意が得られているものと考えられる。」

・院内掲示等で公表すべき，医療関係事業者の通常の業務で想定さ
 れる利用目的→ガイドライン別表２→それを踏まえて作られた，日
 本医師会『医療機関における個人情報の保護』書式１「利用目的に
 関する院内掲示」







個別法の要否について（医療）

医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会
 「医療機関等における個人情報の保護に係る当面の取組に
 ついて」（平成16年12月24日）

「医療機関等における個人情報保護のための措置としては、個人
 情報保護法、同法第６条第３項措置の内容も含んで作成され
 たガイドライン（案）、刑法及び各資格法等に定められた守秘義
 務規定並びに『診療情報の提供等に関する指針』が適用され
 ることとなり、医療分野の個人情報については、他の分野に比
 べ手厚い保護のための格別の措置が講じられることになること
 から、現段階においては、個人情報保護法の全面施行に際し、

 これらの措置に加えて個別法がなければ十分な保護を図るこ
 とができないという状況には必ずしもないと思われる。」



渡邊先生の問題の投げかけ

◆消化器がん検診と関連した個人情報の取り扱いの問題

○精密検査を実施した専門医が多忙なため、個人情報を理由
 に実施主体の市町村に精密検査結果を通知しないといった
 現状があり、がん検診の精密検査結果のフィードバックが
 システムとして得られにくい現状があります。

○また、死亡率減少効果の評価やスクリーニング検査の精度
 かチェックするために、地域がん登録デ－タとの記録照合
 をしようにも、地域によって地域がん登録がほとんど機能
 していないという問題もあります。



精度管理の仕組み
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対応のあり方

◆一次検診，精密検診，治療の際に通知される利用目的に
 精度管理のための提供・利用を含める。

◆精密検診実施機関・診療機関から一次検診機関への精密
 検査結果・治療結果の提供（第三者提供）について同意を
 得ておく。

精密検診実施機関

診療機関
一次検診機関

精検結果

治療結果



拒否する受診者・精検機関等に対する対応

◆拒否する受診者の取扱い

不利益を加えないこと
 
←→

 
不正確な集計結果

◆拒否する精密検査実施機関・診療機関

情報提供を義務づけることはできない。義務づけには法
 的根拠が必要。受診者に精度管理が利用目的に含まれる
 ことを通知し，第三者提供に関して受診者から同意を得
 ると，情報提供が認められることにはなるが，それを義
 務づけることまではできない。



地域がん登録の意義

◆地域がん登録は「特定の人口集団におけるがん患者
 

のすべてを把握し，罹患から治癒もしくは死亡に至る全
 

経過の情報を集め，保管，整理，解析すること」をその
 

内容とする。がんの死亡数は，人口動態調査から判明
 

するが，罹患数，罹患率，生存率などは地域がん登録
 

でないと把握できない。したがって，がん登録は，予防・
 

治療などの対がん活動の評価に不可欠である。

◆久道茂氏（元宮城県立がんセンター総長）「登録なくし
 

て評価なし、評価なくして対策なし」



地域がん登録をめぐる問題

◆がん登録における情報入手は，①がん患者について
 

医療機関から届けられる届出票，②死亡届に添付され
 

る死亡診断書等に基づく死亡票・死亡情報の保健所等
 

からの入手，③がん患者の生死の把握のために市区
 

町村役場で行われる住民票照会，などによっている。
 

これらは，患者の認識なく行われており，個人情報保
 

護の点で問題をはらんでいる。



主要諸国の地域がん登録

医療機関の
権限・義務

義務違反に
対する制裁

患者への説
明の要否

患者の同意
の要否

登録情報の
顕名・匿名

本人の開示
請求

アメリカ各州 義務
少数の州で
行政処分・罰
金

不要（少数の
州で要）

不要（1州で
宗教的拒否
権あり）

顕名
かなりの州で
開示請求可

カナダ各州
ほとんどの州
で義務

4州で罰金 不要 不要 顕名
3～4州で開
示請求可

イギリス 権限 　－
説明文書が
試行中

拒否権あり
顕名・NHS番
号

開示請求可

オーストラリ
ア各州

義務
多くの州で罰
金

不要（1～2の
州で望まし
い）

不要 顕名
2～3州で開
示請求可

ドイツ各州
義務８州，権
限７州

無（1州資格
停止，1州罰
金）

13州届出の
通知義務，2
州要

13州不要（拒
否権あり），2
州要

13州管理番
号化，2州顕
名

開示請求可

フランス 権限 　－ 必要
不要・拒否権
あり

顕名 開示請求可

デンマーク 義務 罰金 不要 不要 顕名 開示請求可

スウェーデン 義務 　－ 不要 不要 顕名 開示請求可



外国のがん登録制度：若干のコメント

◆届出が医療機関・医療従事者の法的義務であるか否かにつ
 いては，義務とされている国が多いが，権限にとどまるところ
 もある（フランスやドイツの州の半数など）。

◆義務であるところについて，その違反に対する制裁としては，
 オーストラリアの多くの州で罰金が規定されているが，それ以
 外はアメリカの僅かの州で行政処分や刑罰が定められている
 ことなどにとどまる。

◆患者の同意を必要とするところは少ない。他方，フランス，ドイ
 ツ，イギリスなどで，患者に登録の拒否権が認められている
 （その前提として，がん登録に関して患者に説明することが義
 務づけられている）。



外国のがん登録制度：若干のコメント

◆登録情報は顕名とするところがほとんどであるが，ドイツの州
 の多くでは，名前等を削除して暗号化された管理番号が付さ
 れる。

◆本人からの開示請求に応じているところがヨーロッパではほと
 んどで，米加豪でも，僅かの州で開示請求が可能になってい
 る。

丸山「地域がん登録の制度化に向けた諸課題」公衆衛生71(1) 
pp.31-35 (2007)｡



地域がん登録の問題点

◆がん罹患情報の提供・収集に対する問題

○提供は医療機関――個人情報保護法，行政機関個人
 情報保護法などの適用を受ける。

○収集はがん登録機関――条例の適用を受ける。

◆自分のがん罹患情報に対する開示請求

○収集はがん登録機関――条例の適用を受ける。

◆協力医療機関に対する予後情報提供

○収集はがん登録機関――条例の適用を受ける。



医療機関からの提供

【民間医療機関の場合】

◆個人情報保護法23条1項3号「公衆衛生の向上……のために
 特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難
 であるとき」には，個人情報の第三者提供は同意なく可。

◆平成16年1月8日健康局長通知「健康増進法第16条に基づく
 地域がん登録事業において、民間の医療機関が国又は地方
 公共団体へ診療情報を提供する場合は、個人情報の保護に
 関する法律第16条第3項第3号及び第23条第1項第3号に規
 定する『利用目的による制限』及び『第三者提供の制限』の適
 用除外の事例に該当する。」

【ナショナルセンター・国立病院】――行法8条2項3号，独法9条2 
項3号――「法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度

 で提供に係る個人情報を利用」――目的外利用・提供可。



がん登録機関の情報収集

◆地域がん登録機関は地方自治体によって設けられた機関
 

――設置した道府県市の個人情報保護条例の適用を受ける。

◆多くの個人情報保護条例において，個人情報審議会の意見
 

の意見を聴いた上で，「本人から収集することにより，個人情
 

報取扱事務の目的の達成に支障が生じ，又はその円滑な実
 

施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから
 

収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき」
 （大阪府個人情報保護条例7条3項6号）に，本人以外から収
 

集できることとしている。



拒否権の保障の必要性：がん登録機関

◆個人情報の利用について本人の同意を不要とする制度にお
 いて，その利用を拒否する者の情報の利用は許されるか。

◆同意を不要とするが，地域がん登録事業の説明と拒否権の保
 障を用意するイギリス，フランス，ドイツの制度。

↑

↓

◆意義が明確で情報管理が徹底している利用目的への個人情
 報の利用に対して少数の者に拒否権を認めることの倫理的意
 義（理念的意義・実質的意義）

□拒否権を否定しても，医療機関の登録不協力には対処できな
 い。



本人からの開示請求等を認めることの是非

◆がん登録機関の問題であるので，適用されるのは登録機関を設
 置する道府県市の個人情報保護条例。

◆開示請求を認めることが基本的に望ましいと考えられるが，登録
 機関としては，医療機関・医療従事者が患者との関係を損なうこ
 とがないよう，開示に対する医療機関・医療従事者の意見を聴く
 ことが必要とされる場合がある。多くの条例では第三者の意見聴
 取の規定が用意されている（行政機関個人情報保護法23条も同
 旨）。

【例・大阪府条例第20条1項】

「実施機関は、開示決定等をする場合において、当該開示決定等に係る個人情報

 に……開示請求者以外のもの……に関する情報が含まれているときは、あらかじ

 め当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録されている行政文書の表

 示その他実施機関の規則で定める事項を通知して、その意見を書面により提出

 する機会を与えることができる。」



本人からの開示請求等を認めることの是非
【例・大阪府条例20条3項】

「実施機関は、前２項の規定により意見を書面により提出する機会を与えら

 れた第三者が当該機会に係る個人情報の開示に反対の意思を表示した

 書面(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該個人情報

 について開示決定をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日

 との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、

 実施機関は、当該開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者

 に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面

 により通知しなければならない。」

◆（医療機関・医療従事者の反対意見等を考慮して，請求に係る情報が「府

 の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する個人情報

 であって、開示することにより、当該又は同種の調査研究、企画、調整等

 を公正かつ適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれ」がある等の理由

 により）不開示決定→行政不服審査法に基づく不服申し立て→審議会の

 判断→訴訟



登録機関から協力医療機関への予後情報提供

◆がん登録機関の問題であるので，適用されるのは登録機関を設
 置する道府県市の個人情報保護条例。

◆大阪府条例第8条
 
実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外

 に個人情報を、当該実施機関内において利用し、又は当該実施
 機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいず
 れかに該当するときは、この限りでない。

五
 
専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は

 提供する場合で、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害す
 るおそれがないと認められるとき。

六
 
前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、

 公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。



地域がん登録における問題点に対する対策

◆がん罹患情報の収集に対する同意要件・拒否権

◆医療機関への登録の義務づけ

◆自分のがん罹患情報に対する開示請求

◆協力医療機関に対する予後情報提供

いずれも，そのあり方に適用されるのは当該機関を設置し
 た道府県市の個人情報保護条例

●統一的な制度構築ができない

●個人情報保護法とそれに先行する個人保護条例とでは内容
 にかなり相違がある。

→
 
将来的には，法律に基づいて全国的に展開されるがん

 登録事業が望ましい。



平成18年度地域がん登録の法的倫理的環境整備に関する研究

 「地域がん登録事業法」素案の要点

◆実施主体は都道府県，都道府県の法定受託事務

◆医療機関に登録を義務づけ，患者に登録の拒否権，削除
 請求権を認めない

◆登録に関する患者への個別的説明を義務づけない

◆届出命令を受けても届出をしない医療機関管理者に対する
 罰則を規定

◆国民の理解を深める措置を講じる国及び都道府県の義務

◆届出医療機関に対する予後情報提供サービスを容認

◆患者本人の開示請求・訂正請求を認める



参考資料

◆厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガ
 イドライン等

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/

◆診療情報の提供等に関する指針

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/150916-b.pdf
◆診療情報の提供等に関する指針の策定について

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/150916-a.pdf

◆個人情報保護法

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/index.html
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※なお，当日のスライドは後日下記のアドレスの「報
 告・講演記録」に掲出します．
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